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感染予防に取り組む職員のメンタルヘル
ス・感染症発症時の対応」



勉強会と知識（前回より）

2

高齢者介護施設における 感染対策マニュアル 改訂版 より 



業務を継続するには ～自然災害～

長時間勤務は職員は疲弊し冷静な判断ができなくなります。
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自然災害発生時の業務継続ガイドライン 令和６年３月より



業務を継続するには ～自然災害～

地域のハザードマップを確認
臨時用の現金確保
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自然災害発生時の業務継続ガイドライン 令和６年３月より



業務を継続するには ～自然災害～

入所施設は被災をした場合でも中断をする事は

できません。

通所、訪問もできる限り継続と言われています。

でも・・・いろいろと工夫をしたけど

これはもう限界になるかもしれない

となったら・・・
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業務を継続するには ～自然災害～
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近年行政から

このような

メールが届いて

いるかと思います。

横浜市介護情報サービスかながわより引用
横浜市からのお知らせ●今後の台風７号接近に備えた防災対策の徹底について（依頼）



業務を継続するには ～自然災害～

このようなお知らせ

みていますか？
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横浜市介護情報サービスかながわより引用
横浜市からのお知らせ 石川県能登地方を震源とする地震について



業務を継続するには ～自然災害～

自身の施設だけで

解決しようとしない

きちんと普段より

準備をしておく

それが職員を護ること
にもなります
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厚労省
令和６年石川県能登地方を震源とする地震による被害状況等について より引用



業務を継続するには ～自然災害～

第１報の日付をみてください

きちんと必要な情報はとりましょう
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厚労省
令和６年石川県能登地方を震源とする地震による被害状況等について より引用



BCP策定について 自然災害のポイント
（２日目スライドより）

⑥職員の参集

・通勤時間や家族関係も配慮し職員が「自動参集」するような

ルールを決める

「参集しなくてよい状況」を明確に定め、職員を危険に

さらしたり、板挟みで苦しまないことも配慮

※移動は基本徒歩
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出勤しなかった職員を
責めない



職員のメンタルヘルス ～ケアのポイント～

職員一人ひとり 心の許容量が違うことも普段からの
コミュニケーションで把握してみてください

11感染症発生時の業務継続ガイドライン 令和６年３月より



事業所が行うべきこと

様々な視野で検討し
本当に困った時は行政に相談！
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感染症発生時の業務継続ガイドライン 令和６年３月より



ストレスチェック

今後、５０人以下の企業でも
ストレスチェックが義務化さ
れます
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厚労省
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策
等 より引用



安全衛生者 とは

安全衛生責任者

業務は安全に行うこと

これを意識していくと職員たちも『なぜこの業務をどうして

この内容で行うのか』根拠と安全が連動します
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安全衛生委員会

15

厚労省
安全衛生委員会 リーフレットより



介護保険の業務管理体制 とは

この流れは理解しているか
と思いますが
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厚労省
介護サービス事業者の業務管理体制より



ストレスチェックについて

ストレスチェックと面談の
流れです

自分は？周りは？
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用



BCP策定について 自然災害のポイント
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出典：中央労働災害防止協会メンタルヘルス教育研修担当者
養成研修テキスト

心の病の早期発見のポイントは、「変化」を把握することである。 
変化を把握するためには、普段からきちんとみていなければいけない。

① 勤怠状況 
② 事故 
③ 仕事の能率の低下 
④ 症状 ・元気がない、口数が少なくなった、「自信がない」
「迷惑をかけている」という言動 ・多弁、落ち着かない、攻撃的にな
る ・疑い深い、被害妄想的、孤立している ・不安な表情、離席が多い ・
居眠り、ボーとしている



A
1.2.は過度なストレス

8.9.10は疲れてもやりがいに

Bは休まないと・・・

Cは上司の方の時間の余裕
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用

ストレスチェックについて

近年は褒めて褒めて
労い労い
たまに叱る



ここからは職場環境です

感染、自然災害とか関係はないと思い
ますが

普段からの余裕のある環境か否か
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用

ストレスチェックについて
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用

ストレスチェックについて

ここからは職場環境です

身体に不調がでたら

休息を促してください



このような図を見て

自分はどうかな・・・

うちの事業所はどうかなと
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用

ストレスチェックについて



メンタルヘルスの取り組み

うｇｙｔｄ
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用



メンタルヘルスの取り組み

組織全体での活動が

メンタルヘルスには必要で
自然と業務継続になります
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厚労省 ストレスチェックプログラム より引用

仕組みや体制を整えることで、定時に帰宅できるなど働
きやすい職場づくりをしている

相談窓口のパンフレットを作成し、臨床心理士の役割を
周知する

職場のメンタルヘルス対策は組織的に対応・支援する仕
組みをつくらなければならない



最後に
平時より、感染症発生時の対応を『業務継続計画』をもとに

訓練をする事が大切。

自然災害は予測できない。そのため、

最悪の事態をいつも話あうこと。
まず自身の命の安全を考えること。

普段からの体制作りがどんな状況でも

前に進めます。
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最後に

取り組みにあたり

全従業員の意識が大切であり

意識改革に必要な事は上司が自ら指揮をとること。

そして普段より

職員が大切にしている事を聞いてみてください。

何かが起きた時に一番は『家族』の元に帰りたい
休みたい、怖いなど
当然の感情です。

それをシミュレーションし、さまざまな感情が話せる関係性を

作っていきましょう
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ご静聴ありがとうございました
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成田玲子(Reiko Narita)プロフィール

【経歴・資格】

主任介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

障害者相談支援専門員等、横浜市瀬谷区介護支援専門員連絡会副代表

ストレスチェック者実施者研修修了

福祉従事２３年（訪問介護、通所介護、老健、特養、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等勤務）

介護関係資格講師 13年（20,000人以上を指導）

横浜市瀬谷区にて H24 介護保険法による居宅介護支援事業所

Ｒ２   訪問介護事業所

R3  障害者総合支援法による計画相談

 居宅介護・重度訪問介護 運営中
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